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１．喀痰吸引等制度について（全体像）



○介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下にたんの吸引等の行為を実施できること
とする。

☆たんの吸引や経管栄養は「医行為」と整理されており、現在は、一定の条件の下に実質的違法性阻却論により容認されている状況。

趣旨

○たんの吸引その他の日常生活を営むのに必要な行為
であって、医師の指示の下に行われるもの
※ 保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として、
たんの吸引等を行うことを業とすることができる。

☆具体的な行為については省令で定める
・たんの吸引（口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部）
・経管栄養（胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養）

実施可能な行為

○介護福祉士
☆具体的な養成カリキュラムは省令で定める

○介護福祉士以外の介護職員等
☆一定の研修を修了した者を都道府県知事が認定
☆認定証の交付事務は都道府県が登録研修機関に委託可能

介護職員等の範囲

○たんの吸引等の研修を行う機関を都道府県知事に登録
（全ての要件に適合している場合は登録）

○登録の要件
☆基本研修、実地研修を行うこと
☆医師・看護師その他の者を講師として研修業務に従事
☆研修業務を適正・確実に実施するための基準に適合
☆具体的な要件については省令で定める
※ 登録研修機関の指導監督に必要な登録の更新制、届出、改善命令等の規定を整備。

登録研修機関

○自らの事業の一環として、たんの吸引等の業務を行う
者は、事業所ごとに都道府県知事に登録
（全ての要件に適合している場合は登録）

○登録の要件
☆医師、看護職員等の医療関係者との連携の確保
☆記録の整備その他安全かつ適正に実施するための措置
☆具体的な要件については省令で定める
※ 登録事業者の指導監督に必要な届出、報告徴収等の規定を整備。

＜対象となる施設・事業所等の例＞

・ 介護関係施設（特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホー
ム、有料老人ホーム、通所介護、短期入所生活介護等）
・ 障害者支援施設等（通所施設及びケアホーム等）
・ 在宅（訪問介護、重度訪問介護（移動中や外出先を含む）等）
・ 特別支援学校

※医療機関は対象外

出典：介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会「中間まとめ」

登録事業者

○平成24年4月1日施行
（介護福祉士については平成27年4月1日施行。ただし、それ以前で
あっても、一定の研修を受ければ実施可能。）

○現在、一定の条件の下にたんの吸引等を実施してい
る者が新たな制度の下でも実施できるために必要な
経過措置

実施時期及び経過措置

介護職員等による喀痰吸引等の実施のための制度について
（｢社会福祉士及び介護福祉士法｣の一部改正）



登録事業者

○認定特定行為業務従事者
（介護職員等であって、喀痰吸引等の

業務の登録認定を受けた従事者）

○介護福祉士(Ｈ29年度～）

○登録喀痰吸引等事業者(Ｈ29年度～）
○登録特定行為事業者(Ｈ24年度～）

都道府県

（主な業務）
○研修機関の登録・指導監督
○事業者の登録・指導監督
○『認定証』の交付
○研修の実施 等

※医療機関は対象外

連携体制

施設・在宅どちらにおいても医療
関係者との連携の下で安全に実施
される「喀痰吸引等」の提供体制
を構築

介護職員

・医師の指示
・看護職員との連携、役割分担
・｢計画書｣・「報告書」作成
・対象者本人や家族への説明と同意 等

登録研修機関

『喀痰吸引等研修』
講義＋演習＋実地研修

※３パターン
・第１号研修
・第２号研修（注）
・第３号研修（特定の者）

（注）口腔内、鼻腔内、気管カニューレ、
胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養の
中からいずれか又は組合せ

｢登録基準｣
・適正な研修実施

を満たしていることが条件

介護福祉士の養成施設

※登録事業者や養成施設も登録研
修機関になりうる。

喀痰吸引等の提供

※介護福祉士が｢実地研修｣を修了し
ていない場合は｢実地研修｣を実施

※研修受講
→｢認定証｣交付

→事業者に勤務

※養成課程修了
→国家試験合格

→事業者に勤務

『医療的ケア』（喀痰吸引等）
講義＋演習（＋実地研修）

を養成課程の中で実施

｢登録基準｣
・医師からの指示書
・医療関係者との連携
・介護福祉士の｢実地研修｣
・安全確保措置
・医師への報告書

を満たしていることが条件

対象者

○喀痰吸引
（口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部）

○経管栄養
（胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養）

喀痰吸引等制度の全体像〔概要〕

介護職員

看護師医師



喀痰吸引等制度に関連する法律

社会福祉士及び介護福祉士法

・社会福祉士、介護福祉士の資格を法定
＋

・喀痰吸引等の登録事業者
・喀痰吸引等の登録研修機関
・認定特定行為業務従事者 等を法定

※今回の法改正

介護施設

訪問介護
事業所

医療機関

登録研修機関 看護師

医師

介護職員

介護支援
専門員、
相談支援
専門員

利用者

重度訪問
介護事業所

障害者施設

特別支援学校

訪問看護
ステーション

介護保険法等 障害者自立支援法等

学校教育法

医師法

健康保険法

医療法

保健師助産師看護師法







今回の法改正で実施可能となった医行為の範囲

○喀痰吸引（口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部）
○経管栄養（胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養）

喀痰吸引その他の身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営む
のに支障がある者が日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の
下に行われるもの（厚生労働省令で定めるものに限る。）

法第二条第二項の厚生労働省令で定め
る医師の指示の下に行われる行為は、
次のとおりとする。
一 口腔内の喀痰吸引
二 鼻腔内の喀痰吸引
三 気管カニューレ内部の喀痰吸引
四 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
五 経鼻経管栄養

○同条第1号及び第2号に規定する喀痰吸引については、
咽頭の手前までを限度とすること。

○同条第4号の胃ろう又は腸ろうによる経管栄養の実施
の際には、胃ろう・腸ろうの状態に問題がないことの確
認を、
同条第5号の経鼻経管栄養の実施の際には、栄養チュー
ブが正確に胃の中に挿入されていることの確認を医師又
は看護職員（保健師、助産師、看護師及び准看護師をい
う。以下同じ。）が行うこと。

【法：第２条第２項】

【省令：第１条】

【施行通知：第２－１（喀痰吸引等の範囲）】



①体温計による検温

②自動血圧測定器による測定

③ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰの装着

④軽微な傷等の処置

⑤皮膚への軟膏の塗布、湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化
された内服薬の内服、座薬挿入、点鼻薬の噴霧

⑥爪切り

⑦口腔ｹｱ ※吸引機能付き歯ブラシは不可

⑧耳垢除去

⑨ストマ装具のパウチ内排泄物を捨てること

⑩自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持

⑪市販の浣腸器による浣腸

平成17年7月26日医政発第072005号通知により介護職員に認められた行為
（医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について）



• 認定証を所持しない介護職員によるたん吸引等の医行為
• 認定証に記載のない医行為
• 胃ろう・腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養への投薬
• 食道ろうによる経管栄養
• 人工呼吸機装着者に対する喀痰吸引（但し、３号研修修了
による認定証所持者はOK）

認められない行為



２．背景及び現状
（制度化に至るまでの経緯）



今回制度化に至るまでの背景

実質的違法性阻却通知

H15年７月 ｢ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）患者の在宅療養の支援について｣
（医政発第0717001号厚生労働省医政局長通知）

H16年10月 ｢盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて｣
（医政発第1020008号厚生労働省医政局長通知）

H17年３月 ｢在宅におけるＡＬＳ以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて｣
（医政発第0324006号厚生労働省医政局長通知）

H22年4月 ｢特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて｣
（医政発0401第17号厚生労働省医政局長通知）

規制改革・総理指示等

H22年3月 ｢チーム医療の推進について｣（ﾁｰﾑ医療の推進に関する検討会報告）
H22年４月 ｢新成長戦略｣等（閣議決定）
H22年９月 ｢介護・看護人材の確保と活用について｣（総理指示）

検討会～法案提出

H22年７月～H23年７月 ｢介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会｣
※12月13日：｢中間まとめ

H23年４月５日 ｢介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律｣法案提出
※第１７７回通常国会

H23年６月22日：法律公布



実質的違法性阻却論について

○医師法等の医療の資格に関する法律は、免許を持たない者が医行為を行うことを禁止。

＊医師法第17条：医師でなければ医業をなしてはならない。

○たんの吸引及び経管栄養は、原則として医行為（医師の医学的判断及び技術をもってする
のでなければ、人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為）であると整理。

《参考》
～実質的違法性阻却論とは～

○ある行為が処罰に値するだけの法益侵害がある（構成要件に該当する）場合に、その行為が正
当化されるだけの事情が存在するか否かの判断を実質的に行い、正当化されるときには、違法
性が阻却されるという考え方。

○形式的に法律に定められている違法性阻却事由を超えて、条文の直接の根拠なしに実質的違法
性阻却を認める。

○具体的には、生じた法益侵害を上回るだけの利益を当該行為が担っているか否かを判別する作
業を行う。

※「当該行為の具体的状況その他諸般の事情を考慮に入れ、それが法秩序全体の見地から
許容されるべきものであるか否か」（最判昭50・8・27 刑集29・7・442他）



○ たんの吸引・経管栄養は、医行為に該当し、医師法等により、
医師、看護職員のみが実施可能

○ 例外として、一定の条件下（本人の文書による同意、適切な医学的管理等）で

ヘルパー等による実施を容認 （実質的違法性阻却論）

◆在宅の患者・障害者・・・①②③
◆特別支援学校の児童生徒・・・①②＋④⑤⑥
◆特別養護老人ホームの利用者・・・②＋④
※ ①～⑥のそれぞれの行為の中に、部分的にヘルパー等が行えない行為がある。
（例：特養での胃ろうにおけるチューブ等の接続と注入開始は×）

①鼻腔内

②口腔内

③気管ｶﾆｭｰﾚ内

たんの吸引 経管栄養

④胃ろう ⑥経鼻経管栄養⑤腸ろう（空腸ろう）

（参考）～実質的違法性阻却における取扱い～



在宅（療養患者・障害者） 特別支援学校（児童生徒） 特別養護老人ホーム（高齢者）

対
象
範
囲

たん
の
吸引

口腔内
○

（咽頭の手前までを限度）
○

（咽頭の手前までを限度）
○

（咽頭の手前までを限度）

鼻 腔 ○ ○ ×

気管ｶﾆｭｰﾚ
内部

○ × ×

経管
栄養

胃ろう ×
○

（胃ろうの状態確認は看護師）

○
（胃ろうの状態確認・チューブ接続・注入開始

は看護職）

腸ろう ×
○

（腸ろうの状態確認は看護師）
×

経 鼻 ×
○

（チューブ挿入状態の確認は看護師）
×

要
件
等

①本人との同意

・患者が、方法を習得した家族以外の者に依
頼し、当該者が行うことについて文書による
同意（ヘルパー個人が同意）
・ホームヘルパー業務と位置づけられていな
い

・保護者が、学校に依頼し、学校の組織的対
応を理解の上、教員が行うことについて書
面による同意
・主治医が、学校の組織的対応を理解の上、
書面による同意

・入所者（入所者に同意する能力がない場合
にはその家族等）が、施設に依頼し、施設の
組織的対応を施設長から説明を受け、それ
を理解の上、介護職員が行うことについて
書面による同意

②医療関係者によ
る
的確な医学的管

理

・かかりつけ医、訪問看護職員による定期的
な診療、訪問看護

・主治医から看護師に対する書面による指示
・看護師の具体的指示の下で実施
・在校時は看護師が校内に常駐
・保護者、主治医、看護師、教員の参加下で、
個別具体的な計画の整備

・配置医から看護職員に対する書面による指
示
・看護職員の指示の下で実施
・配置医、看護職員、介護職員の参加の下、
個別具体的な計画の整備

③医行為の水準の
確保

・かかりつけ医、訪問看護職員による家族以
外の者への技術指導
・かかりつけ医、訪問看護職員との間におい
て同行訪問や連絡・相談・報告などにより手
技を確認

・看護師及び教員が研修を受講
・主治医による担当教員、実施範囲の特定
・マニュアルの整備

・看護師及び介護職員が研修を受講
・配置医による担当介護職員・実施範囲の特
定
・マニュアルの整備

④施設・地域の体
制整備

・緊急時の家族、かかりつけ医、訪問看護職
員、家族以外の者等の間の連絡・支援体制
の確保

・学校長の統括の下、関係者からなる校内委
員会の設置
・指示書、実施記録の作成・保管
・緊急時対応の手順、訓練の実施 等

・施設長の統括の下、関係者からなる施設内
委員会の設置
・指示書、実施記録の作成・保管
・緊急時対応の手順、訓練の実施 等

※対象範囲、要件等が、対象者や提供場所によって、異なっている。

（参考）～実質的違法性阻却の範囲の比較～



チーム医療の推進について
（平成２２年３月１９日チーム医療の推進に関する検討会報告書）

３ 看護師以外の医療スタッフ等の役割の拡大
（９）介護職員
○ 地域における医療・介護等の連携に基づくケアの提供（地域包括ケア）を実現し、看護師の負担軽
減を図るとともに、患者・家族のサービス向上を推進する観点から、介護職員と看護職員の役割分担と
連携をより一層進めていく必要がある。
○ こうした観点から、介護職員による一定の医行為（たんの吸引や経管栄養等）の具体的な実施方策
について、別途早急に検討すべきである。

新成長戦略（平成２２年６月１８日閣議決定）

（不安の解消、生涯を楽しむための医療・介護サービスの基盤強化）

高齢者が元気に活動している姿は、健全な社会の象徴であり、経済成長の礎である。しかし、既存の制度や供
給体制は、近年の急速な高齢化や医療技術の進歩、それに伴う多様で質の高いサービスへの需要の高ま

り等の環境変化に十分に対応できていない。高齢者が将来の不安を払拭し、不安のための貯蓄から、生涯を
楽しむための支出を行えるように医療・介護サービスの基盤を強化する。

具体的には、医師養成数の増加、勤務環境や処遇の改善による勤務医や医療・介護従事者の確保とともに、
医療・介護従事者間の役割分担を見直す。また、医療機関の機能分化と高度・専門的医療の集約化、介護

施設、居住系サービスの増加を加速させ、質の高い医療・介護サービスを安定的に提供できる体制を整備する。

規制改革・総理指示等



規制・制度改革に係る対処方針（平成２２年６月１８日閣議決定）

Ⅰ．各分野における規制改革事項・対処方針
２．ライフイノベーション分野

規制改革事項
⑫医行為の範囲の明確化（介護職による痰の吸引、胃ろう処置の解禁等）

対処方針
医療安全が確保されるような一定の条件下で特別養護老人ホームの介護職員に実施が許容され
た医行為を、広く介護施設等において、一定の知識・技術を修得した介護職員に解禁する方向
で検討する。また、介護職員が実施可能な行為の拡大についても併せて検討する。＜平成22年
度中検討・結論、結論を得次第措置＞

介護・看護人材の確保と活用について（平成２２年９月２６日総理指示）

○介護・看護現場では、依然として人材が不足している。このため、以下の点について取組を行うよう、
厚生労働省に指示をした。

１．人材確保のため、介護・看護職員の処遇改善に向けて今後とも取り組むこと。
２．介護人材の活用のため、在宅、介護保険施設、学校等において、介護福祉士等の介護職員が、た

んの吸引や経管栄養等といった日常の「医療的ケア」を実施できるよう、法整備の検討を早急に
進めること。
また、あわせて、介護職員がこうした「医療的ケア」を適切に実施することができるよう、レ
ベルアップ研修事業を本年度中に前倒しで実施すること。

※（略）



１．趣旨

これまで、当面のやむを得ず必要な措置（実質的違法性阻却）として、在宅・特別養護老人ホーム・特別支援学校において、
介護職員等がたんの吸引・経管栄養のうちの一定の行為を実施することを運用によって認めてきた。

しかしながら、こうした運用による対応については、そもそも法律において位置づけるべきではないか、グループホーム・有
料老人ホームや障害者施設等においては対応できていないのではないか、在宅でもホームヘルパーの業務として位置づけるべき
ではないか等の課題が指摘されている。

こうしたことから、たんの吸引等が必要な者に対して、必要なケアをより安全に提供するため、介護職員等によるたんの吸引
等の実施のための法制度の在り方等について、検討を行う。

２．検討課題

①介護職員等によるたんの吸引等の実施のための法制度の在り方

②たんの吸引等の適切な実施のために必要な研修の在り方

③試行的に行う場合の事業の在り方

３．構成員 （敬称略、５０音順）

岩 城 節 子 社会福祉法人全国重症心身障害児（者）を守る会評議員 齋 藤 訓 子 日本看護協会常任理事

因 利 恵 日本ホームヘルパー協会会長 島 崎 謙 治 政策研究大学院大学教授

内 田 千恵子 日本介護福祉士会副会長 白 江 浩 全国身体障害者施設協議会副会長

大 島 伸 一 独立行政法人国立長寿医療研究センター総長 中 尾 辰 代 全国ホームヘルパー協議会会長

太 田 秀 樹 医療法人アスムス理事長 橋 本 操 NPO法人さくら会理事長・日本ＡＬＳ協会副会長

川 崎 千鶴子 特別養護老人ホームみずべの苑施設長 平 林 勝 政 國學院大學法科大学院長

河 原 四 良 ＵＩゼンセン同盟日本介護クラフトユニオン会長 桝 田 和 平 全国老人福祉施設協議会介護保険委員会委員長

川 村 佐和子 聖隷クリストファー大学教授 三 上 裕 司 日本医師会常任理事

黒 岩 祐 治 ジャーナリスト、国際医療福祉大学大学院教授 三 室 秀 雄 東京都立光明特別支援学校校長

介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会



法整備の考え方 ～検討会中間まとめ（平成22年12月13日）より抜粋～

（制度の在り方）

○介護の現場等におけるたんの吸引等のニーズや実態を踏まえ、必要な人に必要なサービスを安全かつ速やか
に提供することを基本とすべきである。

○介護職員によるたんの吸引等については、介護サービス事業者等の業務として実施することができるよう位置
付け、現在の実質的違法性阻却論に伴う介護職員等の不安や法的な不安定を解消することを目指す。

○その際、現在の実質的違法性阻却論による運用の下で行われていることができなくなるなど、不利益な変更が
生じないよう十分に配慮することが必要である。

○まずは、たんの吸引及び経管栄養を対象として制度化を行うが、将来的に拡大の可能性も視野に入れた仕組み
とする。ただし、その際には、関係者を含めた議論を得て判断することが必要である。

○安全性の確保については、医学や医療の観点からはもちろん、利用者の視点や社会的な観点からも納得できる
仕組みによるものとする。

○介護職員等に対する教育・研修の在り方については、不特定多数の者を対象とする場合と、特定の者を対象と
する場合を区別して取り扱うものとする。後者については、特定の利用者ごとに行う実地研修を重視した研修体
系を設けるなど配慮するものとする。

○なお、医療提供体制や介護サービスの在り方、医療と介護の連携、介護職員の処遇改善の在り方など関連する
事項については、所管の審議会等での議論が必要である。

（制度の骨子）

○介護職員によるたんの吸引等の実施のための制度の骨子は、【別添（～略～）】のとおりであり、この骨子を踏ま
えて、｢社会福祉士及び介護福祉士法｣など関連の法令上の位置付けを整理することが必要である。

○一方、新たな資格として位置付けることには、慎重であるべきとの強い反対意見があった。

○現在、一定の条件の下にたんの吸引等を実施している者が、新たな制度の下でも実施できるよう、必要な経過
措置を設けることが必要である。



1 医療と介護の連携の強化等
① 医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが連携した要介護者等への包括的な支援（地域包括ケア）を推進。

② 日常生活圏域ごとに地域ニーズや課題の把握を踏まえた介護保険事業計画を策定。
③ 単身・重度の要介護者等に対応できるよう、24時間対応の定期巡回・随時対応型サービスや複合型サービスを創設。
④ 保険者の判断による予防給付と生活支援サービスの総合的な実施を可能とする。
⑤ 介護療養病床の廃止期限（平成24年３月末）を猶予。（新たな指定は行わない。）

２ 介護人材の確保とサービスの質の向上
① 介護福祉士や一定の教育を受けた介護職員等によるたんの吸引等の実施を可能とする。
② 介護福祉士の資格取得方法の見直し（平成24年４月実施予定）を延期。
③ 介護事業所における労働法規の遵守を徹底、事業所指定の欠格要件及び取消要件に労働基準法等違反者を追加。
④ 公表前の調査実施の義務付け廃止など介護サービス情報公表制度の見直しを実施。

３ 高齢者の住まいの整備等
○ 有料老人ホーム等における前払金の返還に関する利用者保護規定を追加。
※厚生労働省と国土交通省の連携によるサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進（高齢者住まい法の改正）

４ 認知症対策の推進
① 市民後見人の養成、登録、家庭裁判所への推薦など、市町村における高齢者の権利擁護を推進。
② 市町村の介護保険事業計画において地域の実情に応じた認知症支援策を盛り込む。

５ 保険者による主体的な取組の推進
① 介護保険事業計画と医療サービス、住まいに関する計画との調和を確保。
② 地域密着型サービスについて、公募・選考による指定を可能とする。

６ 保険料の上昇の緩和
○ 各都道府県の財政安定化基金を取り崩し、介護保険料の軽減等に活用。

【公布日】平成２３年６月２２日 【施行日】 １⑤、２②については公布日施行。その他は平成２４年４月１日施行。

高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される
「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取組を進める。

（参考）～Ｈ２３年度介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の概要～



○法令・通知等

・10月 3日 ： 省令（社会福祉士及び介護福祉士施行規則の一部を改正する省令）公布

・11月11日 ： 通知（社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について（喀痰吸引等関係））発出

・12月 2日 ： 政令（介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政

令の整備等及び経過措置に関する政令）公布

・3月29日 ： 通知（実質的違法性阻却通知の取扱いに関する通知）発出

・3月30日 ： 通知（喀痰吸引等研修実施要綱）発出

※上記のほか、H23年度研修事業関係通知（不特定多数の者対象：10月、特定の者対象：11月）、

登録申請等に係る参考様式（12月)、Ｑ＆Ａ (10月、11月、12月、２月の計４回）

業務に関する参考様式（3月）

○周知策（会議開催）等

・ 9月 2日 ： ｢たん吸引関係都道府県担当者会議｣開催 ～厚労省ＨＰ（※H24年５月にリニューアル）を設置。

制度全体：http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/tannokyuuin.html

特定の者関係：http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigosyokuin/

・ 2月20日 ： ｢障害保健福祉関係主管課長会議｣開催

・ 2月23日 ： ｢全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議｣開催

・ 3月 1日 ： ｢社会・援護局関係主管課長会議｣開催

○報酬改定、Ｈ２４予算関係 （→｢３．｣及び｢４．｣へ）

（参考）～施行準備：法律公布から制度施行に至るまで～



３．制度の構造
（事業者、研修機関、報酬、経過措置）



① 喀痰吸引等は、実地研修を修了した介護福祉士等に行わせること。

② 実地研修を修了していない介護福祉士等に対し、医師・看護師等を講師とする実地研修を行う（※）こと。

③ 安全確保のための体制を整備すること（安全委員会の設置、研修体制の整備等）。

④ 必要な備品を備えるとともに、衛生的な管理に努めること。

⑤ 上記１．③の計画書の内容を喀痰吸引を必要とする方又はその家族に説明し、同意を得ること。

⑥ 業務に関して知り得た情報を適切に管理すること。

① 介護福祉士等が喀痰吸引等を実施するにあたり、医師の文書による指示を受けること。

② 医師・看護職員が喀痰吸引等を必要とする方の状況を定期的に確認し、介護福祉士等と情報共有を図

ることにより、医師・看護職員と介護福祉士との連携を確保するとともに、適切な役割分担を図ること。

③ 喀痰吸引等を必要とする方の個々の状況を踏まえ、医師・看護職員との連携の下に、喀痰吸引等の実

施内容等を記載した計画書を作成すること。

④ 喀痰吸引等の実施状況に関する報告書を作成し、医師に提出すること。

⑤ 喀痰吸引等を必要とする方の状態の急変に備え、緊急時の医師・看護職員への連絡方法をあらかじ

め定めておくこと。

⑥ 喀痰吸引等の業務の手順等を記載した書類（業務方法書）を作成すること。

１．医療関係者との連携に関する基準

２．喀痰吸引等を安全・適正に実施するための基準

（※）実地研修の内容は、後述の登録研修機関と同様（口腔内の喀痰吸引・・・１０回以上・その他・・・２０回以上）。
（注）病院・診療所は、医療関係者による喀痰吸引等の実施体制が整っているため、喀痰吸引等の業務を行う事業所の登録対象としない。

喀痰吸引等の業務を行う事業者の登録基準



介護施設

業務
手順書

施設内連携体制の下、業務
の手順等を記載した業務方
法書の作成

状態が急変した場合の医師等への
連絡体制の整備等、緊急時に適切
に対応できる体制を確保

医療関係者を含む委員会の設置そ
の他の安全確保のための体制の確
保（ヒヤリ・ハット事例の蓄積及
び分析体制を含む。）

計画書

医療関係者との連携の下で
安全に実施される

「喀痰吸引等」の提供

報告書
喀痰吸引等の実
施状況を記載し
た報告書を作成
し、医師に提出

対象者の状況に
応じ、医師の指
示を踏まえた喀
痰吸引等の実施
内容等を記載し
た計画書を作成

医師
指示書

喀痰吸引等の実施に際し、医
師の文書による指示を受ける
こと

対象者の心身の状況に関する情報
を共有する等、介護職員と医師、
看護職員との連携を確保・適切な
役割分担を構築

（参考）～喀痰吸引等の提供（具体的なイメージ：施設の場合）～

施設内における
連携体制の確保

看護師

医師

介護職員

介護支援専門員



利用者宅

業務
手順書

医療関係者との連携の下で
安全に実施される

「喀痰吸引等」の提供

連携体制の下での業務の手
順等を記載した業務方法書
の作成（訪問介護事業所等
で作成し共有化）

状態が急変した場合の医師等への
連絡体制の整備等、緊急時に適切
に対応できる体制を確保

医療関係者を含むケアカンファレンス
等の体制整備その他の安全確保のため
の体制の確保（ヒヤリ・ハット事例の
蓄積及び分析体制を含む。）

訪問介護事業所等 在宅医療機関

訪問看護ステーション

計画書

対象者の状況に
応じ、医師の指
示を踏まえた喀
痰吸引等の実施
内容等を記載し
た計画書を作成

報告書
喀痰吸引等の実
施状況を記載し
た報告書を作成
し、医師に提出

医師
指示書

喀痰吸引等の実施に際
し、医師の文書による
指示を受けること

対象者の心身の状況に関する情報を共有す
る等、介護職員と医師、看護職員との連携
を確保・適切な役割分担を構築

（参考）～喀痰吸引等の提供（具体的なイメージ：在宅の場合）～

居宅介護支援事業所利用者毎の
ケアカンファレンス

介護支援専門員

介護職員

看護師

医師



（参考）～居宅介護支援専門員の役割について～

「平成24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）」
（厚生労働省老健局 平成24年3月16日）

（答）士士法に基づく介護職員のたんの吸引等の実施については、医師の指示の下に行われ
る必要がある。したがって、たんの吸引等については、居宅介護支援等の事業の人員及
び運営に関する基準第１３条第１９号の規定により、医師の指示のある場合にのみ居宅
サービス計画に位置付けることが可能となる。

居宅介護支援専門員は、たんの吸引等を含むサービスの利用が必要な場合には、主治
の医師の意見を求め、医師の指示の有無について確認するとともに、サービスを提供す
る事業者が、士士法に基づく登録を受けているかについても確認し、適法にたんの吸引
等を実施できる場合に、居宅サービスに位置付けることとする。

また、医師の指示のほか、居宅において訪問介護等によりたんの吸引を行う場合には、
訪問看護との連携などサービス間の連携が必要であり、サービス担当者会議等において、
必要な情報の共有や助言等を行う必要がある。例えば、当該利用者の居宅等において、
主治医の訪問診療時などの機会を利用して、利用者・家族、連携・指導を行う訪問看護
事業所、たんの吸引等を実施する訪問介護事業所等その他関係サービス事業所が参加す
るサービス担当者会議等を開催し、介護職員等によるたんの吸引等の実施が可能かどう
かを確認の上、共同して注意点等の伝達を行い、関係者間の情報共有を図るなど、安全
にたんの吸引等が実施することが必要である。

（問117）居宅サービス計画に介護職員によるたんの吸引等を含むサービスを位置
付ける際の留意点は何か。



【ポイント】
○喀痰吸引等を行う上での大前提として、事業者（喀痰吸引等の実施を行う実施主体。法人等を含

む。）は、組織体としての｢責任体制｣や｢運営体制｣を明確にしておくことが必要です。

○特に在宅事業所（ex 介護保険制度における指定訪問介護事業所）においては、医師、看護職員、
居宅介護支援専門員等の他の事業所で従事する関係者との間で連携体制を構築する必要があるので
、事業者自身が、この喀痰吸引等の実施に対する方針（ex 導入方針等）の決定を行うことが重要
となります。

２．喀痰吸引等の提供体制

１．組織的決定機能の整備

【ポイント】
○喀痰吸引等の実施の前提として、事業者には様々な登録基準が省令で定められていますが、事業体の

体制整備に関わる事項としては、安全委員会の設置等の安全確保体制を整備することが求められてい
ます。

○在宅事業所においては、こうした安全委員会の設置については、他事業者の従事者等との連携体制の
元で運営される定例会議（喀痰吸引等関係者会議。サービス担当者会議の活用等を含む。）等を設置
し、その運営や管理の責任を担うことが必要となります。

特に、それぞれの地域における多職種協働の場であるサービス担当者会議等を活用する場合には、
居宅介護支援事業所との連携等が重要になります。

（参考）～在宅連携のイメージ：介護保険の場合（１）～



訪問看護ステーション 在宅医療機関

訪問介護事業所等

登録特定行為事業者

居宅介護支援事業所

居宅介護支援専門員

安全確保体制への参画と協力。
（取組例）

・｢業務方法書｣作成や、
・ヒヤリハットの収集、
・OJT研修の実施などにつき、
医療従事者の立場からアドバ
イス等を行うなど。

安全委員会等（喀痰吸引等
関係者会議）の設置

（参考）～在宅連携のイメージ：介護保険の場合（２）～

介護職員

看護師 医師



【ポイント】
○喀痰吸引等の提供は、対象者（ex 訪問介護サービス利用者）毎に異なります。（医師の文書による

指示も患者＝対象者毎に行われます。）
このため、事業体（組織間）の連携体制を基に、更に対象者毎での、医師、看護職員、居宅介護支

援専門員等との連携体制の確保及び役割分担、つまり、個別対象者毎の喀痰吸引等提供チームを決め
ておくことが必要となります。

○登録基準（省令）で定められている事項についても、医師の文書による指示、心身の状況等に関する
情報共有、計画書や報告書の作成、緊急時の連絡方法などは、対象者毎＝提供チーム毎に取り決めを
行っておく必要があります。

（参考）～在宅連携のイメージ：介護保険の場合（３）～

３．喀痰吸引等の提供チーム～対象者（利用者）毎の提供体制～



訪問看護ステーション
在宅医療機関

訪問介護事業所等

登録特定行為事業者

居宅介護支援事業所

（担うべき役割（例））
・チーム全体の管理

＋
・訪問介護計画の策定 等

利用者

（担うべき役割（例））
・居宅サービス計画の策定
・事業者支援（関係者間の

調整支援） 等

（担うべき役割（例））
・医学的見地からの指示、

助言 等

（担うべき役割（例））
・看護職の立場からの指導、

助言、同行訪問
・訪問看護計画の策定 等

（参考）～在宅連携のイメージ：介護保険の場合（４）～

医師看護師

介護職員

居宅介護支援専門員



【ポイント】
○喀痰吸引等の提供を行う際には、医師の文書による指示

・計画書の作成
・利用者及び家族への説明と同意
が必要となります。

○在宅事業者においては、これら３つの要件を満たすにあたっては、
・主治の医師がいるかどうか。
・既に介護保険サービス等（訪問介護サービスを含む）を受けているか。
・既に｢訪問看護サービス｣等で喀痰吸引等が行われているか。
など、個々の対象者（利用者）の現在の状況や状態に応じて、
・提供チームを構築したり、
・提供チームの中で調整したり、
必要な手続きを行っていくことが必要です。

（参考）～在宅連携のイメージ：介護保険の場合（５）～

４．喀痰吸引等の提供～提供にあたって必要な要件～



訪問看護ステーション 在宅医療機関

訪問介護事業所等

登録特定行為事業者

居宅介護支援事業所

利用者

介護職員等喀痰
吸引等指示書

訪問看護
指示書

喀痰吸引等
計画書

訪問介護
計画

訪問看護
計画

居宅ｻｰﾋﾞｽ
計画

（参考）～在宅連携のイメージ：介護保険の場合（６）～

介護職員

看護師 医師

居宅介護支援専門員



【ポイント】
○喀痰吸引等の提供を行うには、先ず、医学的観点に基づく医師の文書による指示が必要です。

○その際、
・対象者（利用者）の希望、心身の状況（ex 要介護認定区分、主たる疾患（障害）名等）など、医

師が指示を行う上で必要な情報提供（提供チーム内の看護職員や居宅介護支援専門員等の保有する
情報を含みます。）を行い、

・具体的な喀痰吸引等の実施内容、介護職員等による喀痰吸引等の実施の可否、使用医療機器等につ
いて指示を受ける必要があります。

○在宅事業所の場合には、医師をはじめ他機関で従事する者との連絡手段（ex 診療時間や業務従事時
間への配慮等が必要）等も調整しつつ、専門的見地からの指示内容を適切に受け取るために、居宅介
護支援専門員や看護職員と連携して意見を求めたり、指示内容を提供チーム内できちんと共有・理解
することが必要となります。

（参考）～在宅連携のイメージ：介護保険の場合（７）～

５．喀痰吸引等の提供～医師の指示～



『介護職員等喀痰吸引等指示書』（患者１人につき１枚）に対し、複数の事業所が関与する場合に
は、｢指示書の内容｣についても共有化が必要となります。

訪問看護
指示書 Ａ訪問介護

事業所

登録特定行為事業者

居宅介護支援
事業所

訪問看護
ステーション

登録特定行為事業者

Ｃ通所介護
事業所

登録特定行為事業者

介護職員等
喀痰吸引等
指示書

サービス担当者会議等で必要
な調整を行い、
複数事業所を宛先として指示
書を作成する旨、医師に依頼。

COPY

COPY

指示書の写しを関係事業者に
も提供し共有化。

喀痰吸引等
計画書

訪問看護
計画書

訪問介護
計画書

通所介護
計画書

居宅ｻｰﾋﾞｽ
計画書

医師の指示内容に関して整合
性のとれた各プランに基づく
サービスの実施

（参考）～在宅連携のイメージ：介護保険の場合（８）～
複数事業所において喀痰吸引等を行う場合の『指示書』の取扱い

サービス担当者会議等 B 訪問介護
事業所

居宅介護支援専門員

看護師

利用者

医師

介護職員

介護職員

介護職員



【ポイント】
○個々の対象者（利用者）の希望及び心身の状況並びに医師の指示を踏まえ、｢喀痰吸引等業務計画書｣

を作成します。

○在宅事業所の場合には、その他の介護保険におけるサービス計画（ex ｢訪問介護計画｣、｢訪問看護
計画｣、｢居宅サービス計画｣等）との関係についても留意する必要があります。

※こうした計画作成業務については、（その一環として行われる｢対象者及び家族への説明と同意
取得｣も含め、）定例会議（喀痰吸引等関係者会議。サービス担当者会議の活用等を含む。）等
を活用することが効果的かつ効率的と考えられます。

（参考）～在宅連携のイメージ：介護保険の場合（９）～

６．喀痰吸引等の提供～｢喀痰吸引等業務計画書｣の作成～

【ポイント】
○喀痰吸引等の実施状況に関しては、｢喀痰吸引等業務実施状況報告書｣を作成し、医師に提出すること

が必要です。
※報告頻度は任意。（ただし、医師の指示が３月に１回であることに留意が必要。）

○在宅事業所の場合には、計画作成業務に準じた取扱いを行うこと等によって、 実施内容の点検、計
画の見直し等に留意する必要があります。

７．喀痰吸引等の提供～実施状況の報告や計画見直し等～



訪問看護
ステーション

登録研修機関

訪問介護
事業所

訪問看護
ステーション

～第１号・第２号研修（実地研修）～

～業務連携～

研修受講者

研修講師

研修協力者

事業委託等

訪問看護ステーションが、実地研修の事業委託を受けて
いる場合、研修講師として、実地研修に関与（指導・助
言及び評価）を行います。

訪問看護ステーションが、登録特定行為事業者（訪問介護事業所）の事業連携先である場合、介護職
員（ホームヘルパー等）と看護師が連携して、喀痰吸引等を含めたサービス提供を行います。

業務
連携

（例）
介護保険サービスを
行う事業者団体等

登録特定行為
事業者

｢研修｣と｢実際の業務｣は別の場面での話であるので、必ずしも同一利用者に対し、研修に関与した介護
職員と看護師が関わるわけではありません。

（参考）～訪問看護ステーションとの関わり方の例 （不特定多数の者対象の場合）～

B介護職員

C利用者

B介護職員

F利用者 G利用者

Ａ看護師

Ｅ看護師

Ｄ看護師



訪問看護
ステーション

登録研修機関

C利用者

重度訪問介護
事業所

訪問看護
ステーション

～第３号研修（現場演習・実地研修）～

～業務連携～

研修受講者

研修講師

研修協力者

事業委託等

訪問看護ステーションが、実地研修の事業委託を受けて
いる場合、研修講師として、現場演習～実地研修に関与
（指導・助言及び評価）を行います。

訪問看護ステーションが、登録特定行為事業者（重度訪問介護事業所）の事業連携先である場合、介
護職員（ホームヘルパー等）と看護師が連携して、喀痰吸引等を含めたサービス提供を行います。

業務
連携

C利用者

（例）
重度訪問
介護事業所 等

登録特定行為
事業者

｢研修（第３号研修）｣は、特定の利用者に対する医行為の提供を前提として行われることから、研修場
面、実際の業務場面を通じて、同一の利用者（特定の者）に対し、同じ介護職員が喀痰吸引等を提供す
ることとなりますが、その際、同じ看護師が関与することが望ましいと考えられます。

（参考）～訪問看護ステーションとの関わり方の例 （特定の者対象の場合）～

B介護職員

Ｂ介護職員

Ａ看護師

Ａ看護師



① 研修課程（※）に応じ、必要な時間数・回数を確保すること。

② 講義・演習・実地研修の各段階ごとに、適切に修得の程度を審査すること。

③ 研修修了者に対し、研修を修了したことを証する書類を交付すること。

① 実務に関する科目は、医師、保健師、助産師又は看護師が講師となること。

② 受講者の数を勘案して十分な数の講師を確保すること。

③ 研修に必要な器具等を確保すること。

④ 研修業務を適切・確実に実施するための経理的基礎を有すること。

⑤ 研修修了者の氏名・住所・終了日等を記載した帳簿を作成・保存すること。

⑥ 研修修了者の氏名・住所・終了日等を記載した研修修了者一覧表を、定期的に都道府県知事に提出す

ること。

⑦ 研修の受付方法、料金、実施方法、安全管理体制、帳簿の保存に関する事項等を記載した業務規程を

定めること。

２．研修を適正・確実に実施するための基準

１．研修内容に関する基準

（※）研修課程は、業務の必要性に応じ、以下の３類型を設ける。
① 第１号研修･･･口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養の全てを実施。
② 第２号研修･･･喀痰吸引等のうち、１行為以上４行為以下を実施。
③ 第３号研修･･･必要な行為についてのみ実施。

（※）実地研修の回数は、
① 第１号研修･･･口腔内の喀痰吸引は１０回以上、その他は２０回以上。
② 第２号研修･･･口腔内の喀痰吸引は１０回以上、その他は２０回以上。
③ 第３号研修･･･個々の必要な行為について、医師等の評価により受講者が知識・技能を修得したと認められるまで実施。

喀痰吸引等研修機関の登録基準



都道府県庁

登録申請

登録研修機関

訪問看護
ステーション

病院・診療所

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

都道府県庁

介護老人福祉施設
訪問看護
ステーション

大学

介護老人保健施設

「基本研修」
実施＝

（参考）～喀痰吸引等研修の委託の例 （第１号・第２号研修の場合）～

「実地研修」
を委託

「実地研修」
を委託

「基本研修」
を委託



重度訪問介護
事業所

登録研修機関

都道府県庁

重度訪問介護
事業所

登録研修機関

重度訪問介護
事業所

登録研修機関

訪問看護
ステーション

訪問看護
ステーション

訪問看護
ステーション

シミュレーター
演習を実施＝

登録申請

（参考）～喀痰吸引等研修の委託の例 （第３号研修の場合）～

現場演習～実地研修
を委託

「基本研修」
（講義：９時間）

を委託



介護保険サービス 自立支援サービス

・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・施設入所支援（障害者入所施設）

・訪問介護 ・障害児入所支援（福祉型障害児施設）

・訪問入浴介護
・通所介護
・特定施設入居者生活介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・認定証対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護

・地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）

・居宅介護
・重度訪問介護
・同行援護
・行動援護
・重度障害者等包括支援

・短期入所（医療型短期入所を除く。）
・共同生活介護（ＣＨ）
・共同生活援助（ＧＨ）
・自律訓練（生活訓練・宿泊型自立訓練）
・就労移行支援
・就労継続支援Ａ型
・就労継続支援Ｂ型
・児童発達支援

（主たる対象とする障害が重症心身障害である場合を除く。）
・放課後等デイサービス

（主たる対象とする障害が重症心身障害である場合を除く。）

・訪問看護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護（連携型に限る。）

・複合型サービス

・生活介護

・移動支援事業
・地域活動支援センターを経営する事業
・福祉ホームを経営する事業
・訪問入浴サービス事業
・身体障害者自立支援事業
・生活訓練等事業
・日中一時支援事業
・盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業

介護職員等喀痰
吸引等指示料
介護職員等喀痰
吸引等指示料

介護職員等喀痰
吸引等指示料
介護職員等喀痰
吸引等指示料

介護職員等喀痰
吸引等指示料
介護職員等喀痰
吸引等指示料

介護職員等喀痰
吸引等指示料
介護職員等喀痰
吸引等指示料

訪問看護指示料訪問看護指示料

日常生活継続
支援加算
日常生活継続
支援加算

特定事業所加
算（Ⅰ）・（Ⅲ）
特定事業所加
算（Ⅰ）・（Ⅲ）

看護・介護職員
連携強化加算
看護・介護職員
連携強化加算

重度障害者支
援加算（Ⅰ）
重度障害者支
援加算（Ⅰ）

重度障害児支
援加算
重度障害児支
援加算

特定事業所加
算
特定事業所加
算

喀痰吸引等支
援体制加算
喀痰吸引等支
援体制加算

医療連携体制
加算（Ⅲ・Ⅳ）
医療連携体制
加算（Ⅲ・Ⅳ）

人員配置体制
加算（Ⅰ・Ⅱ）
人員配置体制
加算（Ⅰ・Ⅱ）

診療報酬診療報酬

介護給付費介護給付費

介護給付費・訓練等給付費・障害児入所給付費・障害児通所給付費介護給付費・訓練等給付費・障害児入所給付費・障害児通所給付費

※黒字：算定要件を改正 赤字：新設※黒字：算定要件を改正 赤字：新設

喀痰吸引等制度の関係報酬（ファイナンス）について

介護職員等喀痰
吸引等指示料
介護職員等喀痰
吸引等指示料

介護職員等喀痰
吸引等指示料
介護職員等喀痰
吸引等指示料

介護職員等喀痰
吸引等指示料
介護職員等喀痰
吸引等指示料

訪問看護指示料訪問看護指示料



喀痰吸引等制度のファイナンス

介護報酬
（介護給付費）

診療報酬 障害福祉サービス
等報酬（介護給付費
・訓練等給付費）

医師の指示

老健局

保険局

社会・援護局
障害保健福祉部

（参考）～喀痰吸引等制度のファイナンスと厚生労働省の部局～

社会福祉士及び介護福祉士法社会・援護局

～喀痰吸引等の提供現場～

登録事業者
（障害福祉サービス事業所）

登録事業者・連携事業者
（介護サービス事業所）

・介護職員等喀痰吸引等
指示料

・特定事業所加算
・日常生活継続支援加算
・看護・介護職員連携強化加算

・喀痰吸引等支援体制加算
・重度障害者支援加算
・人員配置体制加算
・医療連携体制加算



訪問看護の充実について

社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により介護職員等のたん吸引等が可能になっ

たことに伴い、訪問介護等のサービスを受けている患者に対するたん吸引等に関する指

示を、保険医療機関の医師が当該サービスを行う事業所に交付する場合の評価を行う

（新） 介護職員等喀痰吸引等指示料 ２４０点

介護報酬改定による新サービス（介護保険被保険者等に対する複合型サービス及び定

期巡回型訪問介護看護サービス）を行う事業所に対する保険医療機関の医師による訪

問看護指示書の交付が評価され、複合型サービス及び定期巡回型訪問介護看護を行う

事業所からの訪問看護（複合型サービス含む）が評価される。

介護保険の訪問看護との整合

報酬改定（診療報酬）



（参考）～「介護職員等喀痰吸引等指示書」に係る診療報酬上の疑義解釈について～

「疑義解釈資料の送付について（その１）」
（厚生労働省保険局医療課 平成24年3月30日付事務連絡）
〈別添５〉訪問看護療養費関係

（答）介護職員が患者に対してたんの吸引等を行っているところに、訪問看護を行
うとともに、吸引等についての手技の確認等を行った場合は算定できる。なお、
患者宅に訪問しない場合については、算定できない。

（問７）介護職員がたんの吸引等を行えることになったが、看護職員が介護職員の
たんの吸引等について手技の確認等を行った場合についても訪問看護基本療
養費を算定できるのか。

「疑義解釈資料の送付について（その４）」
（厚生労働省保険局医療課 平成24年5月18日付事務連絡）
〈別添3〉訪問看護療養費関係

（答）そのとおり。

（問1）訪問看護指示書の有効期 間は６か月となっているが、介護職員等喀痰吸引
等指示書の有効期間は同じく６か月か。



介護職員によるたんの吸引等の実施に伴う介護報酬の見直しについて

○ 平成24年度から、一定の研修を受けた介護職員が、医療関係者との連携の下、たんの吸引等を実
施することが可能となることに伴い、以下の見直しを行う。
・ 訪問介護と介護老人福祉施設の加算の重度者要件の所要の見直し
・ 訪問看護において、たんの吸引を行う訪問介護事業所への支援を評価

１ 訪問介護

○ 特定事業所加算（総単位数の１０％又は２０％を加算）の重度者の受入に係る要件において、たん
の吸引等が必要な利用者も算入できることとする。

→ 前年度又は前３カ月の利用者総数のうち、要介護４・５、認知症（日常生活自立度Ⅲ以上）
又はたんの吸引等を必要とする利用者が２０％以上

２ 介護老人福祉施設

○ 日常生活継続支援加算（22単位→23単位／日）の重度者の受入に係る要件について、たんの吸
引等が必要な利用者が一定割合以上いる場合にも算定できることとする。

→ ①要介護４・５の利用者が７０％以上、②認知症（日常生活自立度Ⅲ以上）の利用者が75％以上
又は③たんの吸引等が必要な利用者が１５％以上いること。

３ 訪問看護

○ たんの吸引等を実施する訪問介護事業所と連携し、実施計画の作成の支援等を行った訪問看護事
業所に対する加算を創設。

→ 看護・介護職員連携強化加算（新規） 250単位／月

報酬改定（介護報酬）



（参考）～「看護・介護職員連携強化加算」に係るＱ＆Ａについて～

（答）訪問看護費が算定されない月は算定できない。

（問42）看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護を実施していない月でも算定できるか。

「平成24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）」（厚生労働省老健局 平成24年3月16日）

（答）算定できる。ただし、手技の指導が必要な場合に指導目的で同行訪問を行った場合は、
訪問看護費は算定できない。この場合の費用の分配方法は訪問介護事業所との合議により
決定されたい。

（問45）利用者の居宅を訪問し、介護職員のたんの吸引等の実施状況を確認した場合、当
該時間に応じた訪問看護費は算定できるのか。

（答）算定できない。

（問44）看護・介護職員連携強化加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が同行
訪問や会議に出席した場合でも算定できるのか。

（答）緊急時の対応が可能であることを確認するために緊急時訪問看護加算の体制の届け出を
行うことについては看護・介護職員連携強化加算の要件としており、緊急時訪問看護加算
を算定している必要はない。

（問46）看護・介護職員連携強化加算を算定する場合は緊急時訪問看護加算を算定してい
る必要があるのか。



介護職員等によるたんの吸引等の実施に伴う障害福祉サービス等の報酬の見直しについて

○ 平成24年度から、一定の研修を受けた介護職員等が、医療関係者との連携の下、たんの吸引等を実施することが可能となることに伴い、
以下の見直しを行う。
・ 訪問系サービスにおける特定事業所加算の算定要件等の見直し
・ 施設入所支援（障害者支援施設）、福祉型障害児入所施設、生活介護の加算の算定要件の見直し
・ 日中活動系・居住系サービス等（＊）の加算の評価の見直し
（＊） 短期入所（医療型短期入所を除く。）、共同生活介護（ケアホーム）、自立訓練（生活訓練）、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、
就労継続支援Ｂ型、共同生活援助（グループホーム）、児童発達支援（主たる対象とする障害が重症心身障害である場合を除く。）及び放課後等デイ
サービス（主たる対象とする障害が重症心身障害である場合を除く。）

１ 訪問系サービス
○ 特定事業所加算の算定要件のうち重度者対応要件の対象として、たんの吸引等を必要とする者を追加する。

→ 前年度又は算定日が属する月の前３月間における指定重度訪問介護の利用者の総数のうち、障害程度区分５以上である者及び
たんの吸引等を必要とする者の占める割合が１００分の５０以上（重度訪問介護の場合）

○ 特定事業所加算（Ⅰ）の算定が困難である事業所については、介護職員等がたんの吸引等を実施した場合の支援体制を評価。
→ 喀痰吸引等支援体制加算【新設】 １００単位（利用者１人１日当たり）

２ 施設入所支援（障害者支援施設）、福祉型障害児入所施設、生活介護
○ 重度障害者支援加算（Ⅰ）の算定要件における「特別な医療が必要であるとされる者」に準ずるものとして、腸ろうによる経管栄養
又は経鼻経管栄養を必要とする者を追加する。（※ たんの吸引及び胃ろうによる経管栄養は「特別な医療」に含まれている。）
→ 特別な医療が必要とされる者又は腸ろうによる経管栄養若しくは経鼻経管栄養が必要とされる者が利用者の合計の１００分の２０
以上

○ 重度障害児支援加算の算定要件について、たんの吸引等を必要とする者を追加する。
→ 日常生活動作の大部分に介助を必要とする者又はたんの吸引等を必要とする者

○ 人員配置体制加算（Ⅰ）・（Ⅱ）の算定要件について、たんの吸引等を必要とする者を追加する。
→ 障害程度区分５若しくは障害程度区分６又はこれに準ずる者（一定以上の行動障害を有する者又はたんの吸引等を必要とする者）
が利用者の合計の１００分の６０以上（Ⅰ）・１００分の５０以上（Ⅱ）

３ 日中活動系・居住系サービス等
○ 看護職員が事業所を訪問し、介護職員等にたんの吸引等に係る指導のみを行った場合に算定できることとし、また、登録特定行為事
業者である事業所において介護職員等がたんの吸引等を実施した場合の支援体制を評価することとする。
→ 医療連携体制加算（Ⅲ）【新設】 ５００単位（看護職員１人１日当たり） ※看護職員が指導のみを行った場合
医療連携体制加算（Ⅳ）【新設】 １００単位（利用者１人１日当たり） ※介護職員等がたんの吸引等を実施した場合

※ 医療連携体制加算（Ⅰ）・（Ⅱ） ２５０～５００単位（利用者１人１日当たり） ※看護を行った場合

報酬改定（障害福祉報酬）



研修機関の研修を改めて受講しなくても、喀痰吸引等を適切に行うための知識・技能を修得している旨の証明

書類を提出し、喀痰吸引等を行える介護従事者である旨の都道府県知事の認定証の交付を受けて、喀痰吸引等

を実施することとなる。

○ 現在、運用上の取扱いとして下記通知（※）により喀痰吸引等の実施が認められている介護従事者

（※） ・ ＡＬＳ患者の在宅療養の支援について（平成15年７月17日発出）
・ 盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて（平成16年10月20日発出）
・ 在宅におけるＡＬＳ以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引等の取扱いについて（平成17年３月24日発出）
・ 特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて（平成22年４月１日発出）

○ 介護福祉士の法令上の取扱いについて

当面は、研修機関の研修を受講し、喀痰吸引等を行える介護従事者である旨の都道府県知事の認定証の交付

を受けて、喀痰吸引等を実施することになる。

※平成27年４月１日以降においては、研修修了後、介護福祉士（特定登録者）となり喀痰吸引等を実施すること
も可能。

（※） なお、平成２４年度以降において介護福祉士の養成課程で喀痰吸引等の教育を受け、平成27年度以降の国家
試験を合格した者については、実地研修の修了に応じた登録を行い、喀痰吸引等を実施。

経過措置について



４．喀痰吸引等研修





（令和６年4月現在）

【第１号、第２号研修】
中津総合ケアセンターいずみの園研修センター

【第１号、第２号研修】
ティ・エス・ケー
ドゥーイット医療的ケア研修課程
介護労働安定センター大分支部
ケアサポート学院大分校
ヒューマンケアスクール大分
福祉の学び舎アップワン
株式会社日本教育クリエイト福岡支社

【第３号研修】
エイエルエス大分
ケアサポート学院大分校

【第３号研修】
うの福祉サービス

【第１号、第２号研修】大分県内の事業所等で実施
株式会社プレゼンス・メディカル
ＤＸＯ株式会社



喀痰吸引等研修

「喀痰吸引等制度」に関する研修事業について

制度施行前 制度施行後

介護職員等に
対する研修の
実施

研修講師となる
医師、看護職員
の養成

介護職員によるたん
の吸引等の試行事業

「指導者講習」

介護職員によるたん
の吸引等の試行事業
「基本研修・実地研修」

介護職員等によるた
んの吸引等の実施の

ための研修事業
「指導者講習」

介護職員等によるた
んの吸引等の実施の

ための研修事業

「伝達講習」

喀痰吸引等指導者
講習事業

（今回の研修）

「伝達講習」

都道府県喀痰吸引
等研修事業

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度～

「伝達講習」

国が実施 都道府県が実施（国庫補助） 都道府県が実施 登録研修機関が実施



第一 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施に関する基本的事項
六 介護給付対象サービス及び地域支援事業に係る人材の確保及び資質の向上に関すること

介護給付等対象サービス及び地域支援事業は、当該サービス及び当該事業に係る人材を質量ともに確保することが重要
である。このため、都道府県は、広域的観点から、当該サービス又は当該事業を行う者が人材の確保又は資質の向上を図る
ために講ずる措置を支援するため、当該サービス及び当該事業に係る人材の養成、就業の促進等の人材の確保又は資質の

向上に関する総合的施策に取り組むことが必要であり、これには喀痰吸引等を実施する介護職員等の確保又は資
質の向上に関して必要な施策も含まれる。この場合においては、市町村も、都道府県と連携しながら、適宜、必要な施
策に取り組むことが望ましい。

第二 介護保険事業計画の作成に関する事項
三の二 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する任意記載事項

３ 介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保又は資質の向上に資する事業に関する事項

介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保又は資質の向上に資す
る事業に関する事項（介護支援専門員その他の介護給付等サービス及び地域支援事業に従事する者の見込み数を
含む。）を定めること。この場合においては、介護支援専門員養成事業のほか、都道府県福祉人材センター事業、都道
府県看護職員確保センター（ナースセンター）事業等も含め、介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する
者の養成、就業の促進等に関する事項を盛り込むことが望ましい。
その際、介護支援専門員については、介護支援専門員証の有効期間の更新時の研修が義務化されたことを踏まえ、
当該研修を円滑に受講することができるよう、職能団体等との連携を十分に図りつつ、体制整備を図ること。
介護職員については、介護職員基礎研修の創設など、養成研修の充実や、認知症高齢者に対するケア及びターミナ
ルケアなどの専門性を高めるための研修並びにチームリーダーとなる者に対する研修等の実施が必要であることを踏
まえ、これらの研修が適切に実施されるよう、体制整備を図ること。
さらに、これらの研修について、現任者が働きながら受講しやすいものとすること。
また、小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービスについては、個別性の高いケアが求められ、より専門性
が必要となるため、市町村と十分に連携しながら、サービス従事者の質の確保を図っていくこと。

なお、都道府県は、喀痰吸引等を実施する介護職員等の確保又は資質の向上のため、登録研
修機関の確保等の必要な施策に取り組むこと。

（参考）～介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針（抄）～



第二 障害福祉計画の作成に関する事項
三 都道府県障害福祉計画の作成に関する事項
３ 指定障害福祉サービス、指定地域相談支援及び指定計画相談支援に従事する者の確保又は資質の向上並びに指定障
害者支援施設の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置
（一）サービス提供に係る人材の研修

人材の養成については、サービス提供に係る責任者及び専門職員の要請のみならず、サービス提供に直接必要な
担い手の確保を含め、指定障害福祉サービス等に係る人材を質量ともに確保することが重要である。
法の下では、サービス提供に係る専門職員として、サービス管理責任者及び相談支援専門員を、指定障害福祉サー
ビス、指定地域相談支援及び指定計画相談支援の事業者ごとに配置することとしており、これらの者に対する研修を
実施することとしている。また、サービスの直接の担い手である居宅介護従業者の養成等についても、重度訪問介護
従業者養成研修等を実施することとしている。
都道府県は、それぞれの研修を計画的に実施し、指定障害福祉サービス等に係る人材の確保又は資質の向上に関
する総合的な施策に取り組むことが必要である。このため、都道府県は、研修の実施方法、実施回数等を定めた研修
計画を作成するとともに、研修受講者の記録の管理を行うことが必要である。

また、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成23年法律
第72号）の施行を踏まえ、喀痰吸引等の業務を行うことができる人材の育成に務めることが必要
である。

（参考）～障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の
整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針（抄）～



評価

評価

※救急蘇生法演習（１回以上） も必要

※人工呼吸器装着者に対する喀痰吸引が必要な場合には、別
途演習を行う

※演習はシミュレーターが必要

※ 内の項目については、実施しない類型もあり

※介護福祉士については、必要な行為について登録事業
所において実地研修を行う。

※人工呼吸器装着者の研修については、別途研修を行う

施設、在宅等における利用者へのケアの回
数

たんの吸引
口腔：10回以上
鼻腔：20回以上

気管カニューレ内部：20回以上

経管栄養
胃ろう又は腸ろう：20回以上
経鼻経管栄養：20回以上

実地研修

50時間

基本研修

たんの吸引
口腔：５回以上
鼻腔：５回以上

気管カニューレ内部：５回以上

経管栄養
胃ろう又は腸ろう：５回以上
経鼻経管栄養：５回以上

プロセス
評価

知識の確認
（筆記試験）

プロセス
評価

演習

講義

研修カリキュラム概要
平成２３年度：不特定多数の者対象／平成２４年度～：第１号研修・第２号研修

※平成23年度は、平成23年10月6日付け厚生労働省老健局長通知に基づくもの。
平成24年度～については、省令に基づき、今後「喀痰吸引等研修実施要綱（仮）」において詳細を定める予定。



基本研修

【講義】

・ 「特定の者」に特化したテキストを使用し、
基本的内容に絞った講義（８時間）を実施。
【演習】

・ シミュレーターを使用した演習（１時間）
及び「特定の者」に合わせた現場演習を
通じて一連の流れが問題なくできるように
なるまで繰り返し実施。
※重度訪問介護従事者養成研修と併せて行っ
た場合、シミュレーター演習込みで２０．５時間。
たんの吸引等のみの研修では９時間。

【評価】

・ 講義部分の評価については、「特定の
者」に特化した試験（基本的内容に絞った
もの）を実施。

・ 演習の評価については、「特定の者」に
特化した評価指標を使用。

【実地研修】

・ 実地研修については、看護師が指導（必要に応じ医師・看護師と連
携した経験のある介護職員及び本人・家族が指導の補助）を行い、
看護師による評価により、問題ないと判断されるまで実施。（連続２回
全項目が「ア」となること）

・ 看護師の指導は、初回及び状態変化時以外については「定期的」に
実施。
【評価】
・ 評価については、 「特定の者」に特化した評価票を使用。

・ 評価を行う際には、利用者（家族）の意見を聴取することが可能な場
合は、指導看護師等が利用者（家族）の意見も踏まえた上で評価を
実施。

医師・指導看護師等

指導

介護職員

特定の者

実地研修

実地研修

講義
８時間

シミュレーター演習
１時間

＋

評価

評価

医師・看護師と連携した経験のある介護職員及び
本人、家族が医療連携の下指導の補助

評価

現場演習
各現場において一連の
流れが問題なくできるよ
うになるまで行う

※ 利用者（家族
の）意見を踏まえ
た上で指導看護師
等が評価を実施。

（評価）

研修カリキュラム概要
平成２３年度：特定の者対象／平成２４年度～：第３号研修

※平成23年度は、平成23年11月11日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知に基づくもの。
平成24年度～については、省令に基づき、今後「喀痰吸引等研修実施要綱（仮）」において詳細を定める予定。



○試行事業における取り組みを踏まえた実践的かつ的確な研修を実施。

注：養成課程において可能な限り、実地研修を実施。又は登録事業者において実地研修を実施

＋
各行為の

シミュレーター演習

＋

＋

実地研修

実地研修

（登録事業者）

実地研修

実地研修
※特定の者に対する必要な
行為についてのみ。

実地研修
（気管カニューレ内吸引及び
経鼻経管栄養を除く。）

各行為の
シミュレーター演習

＋

＋

各行為の
シミュレーター演習

講義
５０Ｈ

介護福祉士の養成課程

基本研修

＋

喀痰吸引等研修

①喀痰吸引及び経管栄養
について、対象となる行為
のすべてを行う類型

②喀痰吸引（口腔内及び鼻
腔内のみ）及び経管栄養
（胃ろう及び腸ろうのみ）を
行う類型

③実地研修を重視した類型

講義及び演習
９Ｈ

※重度訪問介護従事者養成研修と併せて行う

　場合には２０．５時間

基本研修

不
特
定
多
数

特
定
の
者

基本研修

基本研修

講義
５０Ｈ

講義
５０Ｈ

＋

喀痰吸引等研修～研修課程（１）～



科目又は行為 １号 ２号 科目又は行為

人間と社会 1.5

保健医療制度とチーム医療 2

安全な療養生活 4

清潔保持と感染予防 2.5

健康状態の把握 3

高齢者及び障害児・者の喀痰吸引概論 11

高齢者及び障害児・者の喀痰吸引実施手順解説 8

高齢者及び障害児・者の経管栄養概論 10

高齢者及び障害児・者の経管栄養実施手順解説 8

口腔内の喀痰吸引

鼻腔内の喀痰吸引

気管カニューレ内部の喀痰吸引

胃ろう又は腸ろうによる経管栄養

経鼻経管栄養

救急蘇生法

口腔内の喀痰吸引 ○ ○ 口腔内の喀痰吸引

鼻腔内の喀痰吸引 ○ ○ 鼻腔内の喀痰吸引

気管カニューレ内部の喀痰吸引 ○ － 気管カニューレ内部の喀痰吸引

胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 ○ ○ 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養

経鼻経管栄養 ○ － 経鼻経管栄養２０回以上

２　実地研修

○ ○

○ ○②演習

１　基本研修

１０回以上

２０回以上

２０回以上

２０回以上

５回以上

５回以上

５回以上

５回以上

医師等の評価
において、受
講者が習得す
べき知識及び
技能を修得し
たと認められ
るまで実施

重度障害児・者の地域生活等に関する
講義

2

喀痰吸引等を必要とする重度障害児・
者等の障害及び支援に関する講義

緊急時の対応及び危険防止に関する
講義

6

1

9H

喀痰吸引等に関する演習

第３号研修

（特定の者対象）（不特定多数の者対象）

第１号研修／第２号研修

①講義

時間数又は回数 時間数又は回数

５回以上

１回以上

50H

13

19

18

喀痰吸引等研修～研修課程（２）～



認定特定行為業務従事者認定証は、介護の業務に従事する者に対して認定特定行為業務従事者となるのに必
要な知識及び技能を修得させるため、都道府県知事又はその登録を受けた者（以下「登録研修機関」とい
う。）が行う研修（以下「喀痰吸引等研修」という。）の課程を修了したと都道府県知事が認定した者でな
ければ、その交付を受けることができない。

喀痰吸引等研修に係る講義、演習及び実地研修（以下この号及び次号において「講義等」という。）におい
て、受講者が修得すべき知識及び技能について、各講義等ごとに適切にその修得の程度を審査すること。

○研修段階毎の修得審査

省令附則第13条第2号において、喀痰吸引等研修に係る講義、演習及び実地研修ついては段階毎に、適切に
その修得程度を審査することとされているが、修得審査を行う段階及び段階毎の修得程度の審査の方法につ
いては、以下のとおりであること。

① 省令附則第13条第1号イ及びロについては、基本研修の(1)講義修了段階、(2)演習修了段階、(3)実地研
修の修了段階の三段階とし、講義については筆記試験の実施により知識の定着を確認し、演習及び実地研修
については評価の実施により技能の修得の確認を行うものとすること。

② ～（略）～
なお、具体的な喀痰吸引等研修の実施方法、修得程度の審査方法等については、別途通知する研修実施要綱
に基づき実施すること。

修得程度の審査について

【法：附則第４条第２項】

【省令：附則第13条第２項】

【施行通知：第５－２（喀痰吸引等研修の実施）】



基本方針 基本研修（講義）については、筆記試験により、研修受講者が喀痰吸引等を
安全に実施するための知識を修得していることを確認すること。

出題範囲 省令別表で定める範囲

出題形式 客観的問題（四肢択一）

出題数 第１号研修及び第２号研修：３０問
第３号研修：２０問

問題作成指針 ア 細かな専門的知識を要求する問題を避け、医学的な問題に偏らず、喀痰
吸引等を中心とした内容となるよう配慮すること。

イ 次のことについて基礎的知識を問う問題を中心とすること。
・対象者を観察した内容を適確に表現できる用語や指示が理解できる知識
・喀痰吸引等について行為の根拠や目的及び技術に関する知識

ウ 知識の想起及び理解を問う問題を中心に出題すること。

エ 試験問題の作成にあたっては複数からなる専門領域の異なる立場の者が
検討し、問題の客観的な妥当性を高めるよう工夫すること。

合否判定基準 総正解率の９割以上を合格とし、演習は合格者に対し行うものとすること。
また、筆記試験の総正解率が一定水準に満たなかった者に対しては、再度、
講義の全課程を受講させること。

基本研修（講義）における修得程度の審査方法



「喀痰吸引等研修」の講師

○医師
○看護職員（保健師、助産師又は看護師）

一 喀痰吸引等に関する法律制度及び実務に関する科目について喀痰吸引等
研修の業務を実施するものであること。

二 前号の喀痰吸引等に関する実務に関する科目にあっては、医師、看護師
その他の厚生労働省令で定める者が講師として喀痰吸引等研修の業務に従
事するものであること。

【法：附則第８条第１項】

法附則第８条第１項第２項の厚生労働省令で定める者は、医師、保健師、助産師及び看護師とする。

【省令：附則第11条第１項】

以下の指導者向け研修を修了した者が、研修課程に応じて講師を行うことがのぞましい。

【第１号・第２号研修】
○平成22年度、平成23年度、平成24年度指導者講習の修了者
○「医療的ケア教員講習会」修了者

【第３号研修】
○平成23年度、平成24年度指導者講習の修了者

【施行通知：第５－１－（３）】



科目又は行為 講師

人間と社会

保健医療制度とチーム医療

安全な療養生活（※）

清潔保持と感染予防

健康状態の把握

高齢者及び障害児・者の喀痰吸引概論

高齢者及び障害児・者の喀痰吸引実施手順解説

高齢者及び障害児・者の経管栄養概論

高齢者及び障害児・者の経管栄養実施手順解説

口腔内の喀痰吸引

鼻腔内の喀痰吸引

気管カニューレ内部の喀痰吸引

胃ろう又は腸ろうによる経管栄養

経鼻経管栄養

救急蘇生法（※）

口腔内の喀痰吸引

鼻腔内の喀痰吸引

気管カニューレ内部の喀痰吸引

胃ろう又は腸ろうによる経管栄養

経鼻経管栄養

医師又は看護職員

（※）「基本研修」のうち、講義「安全な療養生活」において救急蘇生を行う場合、及び演習「救急蘇生法」については、
　　救急救命士等が、講師の指示の下で講師補助者として喀痰吸引等研修に携わることは可能。

当該科目について相当の学識経
験を有する者

①講義

２　実地研修

②演習

１　基本研修

（参考）～第１号・第2号研修科目別・講師の区分～



平成23年度 平成24年度～ 平成24年度

国庫補助事業要綱 法令に基づく事業要綱 国庫補助事業要綱

老健局／障害保健福祉部 社会・援護局 社会・援護局／（障害保健福祉部）

｢平成２３年度介護
職員等によるたんの
吸引等の実施のため
の研修事業の実施に
ついて｣（平成23年
10月6日老発
1006第1号厚生労
働省老健局長通知）

｢平成２３年度介護
職員等によるたんの
吸引等の実施のため
の研修事業（特定の
者対象）の実施につ
いて｣（平成23年
11月11日障発
1111第2号厚生労
働省社会・援護局障
害保健福祉部長通
知）

｢社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正す
る法律の施行について｣（平成23年11月11日
社援発1111第１号厚生労働省社会・援護局長
通知）

｢喀痰吸引等研修実施要綱｣（案）

別添１：研修実施委員会の
設置・運営について

別添２：第１号及び第２号研修の
修得程度の審査方法について

別添３：第３号研修の修得程度の
審査方法について

｢セーフティネット支援対策等事業の実施につい
て｣（平成17年3月31日社援発第0331021号厚
生労働省社会・援護局長通知）

都道府県喀痰吸引等研修事業実施要領
（案）

※H23研修の未修了者に対する継続実施分
ついても対象。

別添４：介護福祉士の実地研修
について

１－ａ：第１号・第２号研修事業
（※）

１－ｂ：第３号研修事業 （※）

２－ａ；都道府県｢研修実施委員会｣
設置促進事業

２－ｂ；指導者育成事業
（伝達講習）

２－ｃ；その他必要な事業

（参考）～｢喀痰吸引等研実施要綱｣について（１）～



区分（別添１～２） 構成内容 備考

１ 研修実施委員会の
設置及び運営

○実施体制の整備 都道府県または登録研修機
関において、｢研修委員会｣
を整備すること。

医師・看護職を構成委員とすること。

○研修事務等

※研修委員会にお
ける協議・決定
事項

｢研修実施計画｣の策定

｢研修教材｣の選定 テキスト、指示書様式等（研修教材として）

｢研修講師｣の選定

試験問題作成等試験事務 ｢筆記試験事務規程｣の雛形を提示

実施研修機関の選定

損保加入

２ 修得程度の審査方法
（第１・２号研修）

筆記試験による
知識の定着の確認
・基本研修（講義）

出題範囲／出題形式 省令上の研修課程（50時間）／四肢択一

出題数／試験時間 ３０問／６０分 ※H23事業：５０問／９０分

合否判定基準 ９割以上（２７／３０問）

評価による
技能修得の確認
・基本研修（演習）
・実地研修

基本方針 評価は、実務（医師の指示等の条件下）を念頭におい
た実施を行うこと。

実
施
手
順

step1～step8 ※H23事業：テキストのみ

実施手順参考例

留
意
事
項

医師等の役割 医師等の役割：実地研修実施の総合的判断（step1）、
観察判断～実施の可否（step2～8）

介護職許容範囲 ・胃ろう・腸ろうの状態確認→（×）
・経鼻経管栄養の栄養チューブ挿入確認→（×）

(別添)評価判定基準

(別添)評価ツール 評価項目／演習評価票／実地研修評価票

評価判定 ・全ての行為につき、必要回数以上
・（実地研修）累積成功率70%以上、最終3回成功

（参考）～｢喀痰吸引等研実施要綱｣について（２）～



区分（別添３～４） 構成内容 備考

３ 修得程度の審査方法
（第３号研修）

筆記試験による
知識の定着の確認
・基本研修（講義）

出題範囲／出題形式 省令上の研修課程（９時間）／四肢択一

出題数／試験時間 ２０問／３０分

合否判定基準 ９割以上（１８／２０問）

評価による
技能修得の確認
・基本研修（演習）
・実地研修

基本方針 ・評価は、実務（医師の指示等の条件下）を念頭にお
いた実施を行うこと。

・演習：シミュレータ演習及び現場演習を実施。

実
施
手
順

step1～step７

実施手順参考例

留
意
事
項

医師等の役割 医師等の役割：実地研修実施の総合的判断（step1）、
観察判断～実施の可否（step2～7）

介護職許容範囲 ・胃ろう・腸ろうの状態確認→（×）
・経鼻経管栄養の栄養チューブ挿入確認→（×）

(別添)評価判定基準

(別添)評価ツール 評価項目／演習評価票／実地研修評価票

評価判定 ・全ての行為につき、必要回数以上

4 介護福祉士実地研修 実施体制 ・｢喀痰吸引等研修（実地研修）｣と同程度以上のもの
を実施すること。

・事業所種別に限らず、医師・看護職員を構成員とす
ること。

研修の実施 ・第１・2号研修（不特定多数の者対象）の実地研修
・受講者・講師双方への配慮
・行為別管理の徹底

修得程度の審査 ・｢喀痰吸引等研修（実地研修）｣に留意し行うこと。

（参考）～｢喀痰吸引等研実施要綱｣について（３）～



喀痰吸引等研修関係～平成２４年度予算における取組み～

都道府県喀痰吸引等研修事業

喀痰吸引等指導者講習事業

○都道府県において、介護保険や障害者関係の施設・事業所で、喀痰吸引等業務を行う
介護職員を養成。

・実施主体：４７都道府県（事業委託可）
・事業内容

（１）研修事業（省令で定める第１号・第２号研修、第３号研修）
（２）その他の事業

・都道府県「研修実施委員会」設置促進事業
・指導者育成事業 等

・補助率：１／２（国１／２、都道府県１／２）
・「セーフティーネット支援対策等事業費補助金」

○都道府県で実施する研修の講師（医師、看護職員）を養成。
・実施主体：国（公募により委託事業として実施）



～平成２４年度「都道府県喀痰吸引等研修事業」 ※関係通知等 ～

○交付要綱：
『セーフティーネット支援対策等事業費の国庫補助について』
（平成24年4月5日 厚生労働省発社援0405第9号 厚生労働事務次官通知）

○実施要綱：
『｢セーフティーネット支援対策等事業の実施について｣の一部改正について』
（平成24年4月5日 社援発0405第3号 厚生労働省社会・援護局長通知）

○協議書：
『平成24年度セーフティネット支援対策等事業費補助金に係る国庫補助協議について』
（平成24年4月12日社援保発0412第1号 厚生労働省社会・援護局保護課長通知）

○その他（事務連絡）：
『都道府県喀痰吸引等研修事業（平成24年度セーフティネット支援対策等事業費補助金）
の実施について』

（平成24年5月9日 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室 事務連絡）



Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８～

４年制

①Ｈ２４年度以降、養成課程において、知識・技術を修得。

②卒後、国家試験を受験（H27年度～）

③合格後、事業者等に就業ののち、実施可能（注）。

　（注）実地研修を受けていない行為はできない。

１年制

①Ｈ２４年度以降、『喀痰吸引等研修』を受講

③事業者（『登録特定行為事業者』）の業として、実施可能。

※　事業者、研修機関の登録事務及び経過措置対象者（違法性阻却による喀痰吸引等提供者）の認定手続については、施行日前より実施可。

『介護福祉士』が

『喀痰吸引等』の実施に至るまで

『認定特定行為業務従事者』が、

『特定行為』の実施に至るまで

②各都道府県への申請を行い、『認定特定行為業務従事者』
として『認定証』を交付ののち、

２年制

３年制

　　　　　（登録事業者の登録基準において実地研修を修了した行為に限り

　　　　　　喀痰吸引等を行わせることができる旨規定。）

①→②→③

③

①→②

※

①→②

①→②

①→
②

（参考）～喀痰吸引等の実施に至るまで（介護福祉士／介護職員の比較）～



人間と社会 介護
こころとからだ

のしくみ

・人間の尊厳と自
立

・人間関係とコ
ミュニケーショ
ン

・社会の理解

【240時間】

・介護の基本
・コミュニケー

ション技術
・生活支援技術
・介護過程
・介護総合演習
・介護実習

【1,260時間】

・発達と老化の理
解

・認知症の理解
・障害の理解
・こころとからだ

のしくみ

【300時間】

これまでの３領域

領域

教育内容

医療的ケア

・医療的ケア
（喀痰吸引等）

【50時間】

新たに追加

領域 領域の目的

医療的

ケア

医療職との連携のもとで、医療的ケアを安全・適切に実施できるよう、必要な知識・技術を修得する。

教育内容 ねらい 教育に含むべき事項

医療的ケア

（講義50時間以上）

医療的ケアを安全・適

切に実施するために必

要な知識・技術を修得

する。

① 医療的ケア実施の基礎

② 喀痰吸引（基礎的知識・実施手順）

③ 経管栄養（基礎的知識・実施手順）

④ 演習

（参考）～介護福祉士養成課程における｢医療的ケア｣ ～



医療的ケア

人間と社会 1.5Ｈ

保健医療制度とチーム医療 2Ｈ

安全な療養生活 4Ｈ

清潔保持と感染予防 2.5Ｈ

健康状態の把握 3Ｈ

高齢者及び障害児・者の喀痰吸引概論 11Ｈ

高齢者及び障害児・者の喀痰吸引実施手順解説 8Ｈ

高齢者及び障害児・者の経管栄養概論 10Ｈ

高齢者及び障害児・者の経管栄養実施手順解説 8Ｈ

口腔内の喀痰吸引 ５回以上

鼻腔内の喀痰吸引 ５回以上

気管カニューレ内部の喀痰吸引 ５回以上

胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 ５回以上

経鼻経管栄養 ５回以上

救急蘇生法 １回以上

口腔内の喀痰吸引 １０回以上

鼻腔内の喀痰吸引 ２０回以上

気管カニューレ内部の喀痰吸引 ２０回以上

胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 ２０回以上

経鼻経管栄養 ２０回以上

⑭演習

※引用：「社会福祉士施設及び介護福祉士養成施
設の設置及び運営に係る指針」の別表１中、「教育
に含むべき事項」　ほか

喀痰吸引等研修

⑪医療的ケア実施の基礎

⑫喀痰吸引（基礎的知識・実施手順）

⑬経管栄養（基礎的知識・実施手順）

※引用：｢社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（厚生労働省令）｣の別表第一

２　実地研修

１　基本研修

①講義

②演習

（参考）～領域：医療的ケア」と「喀痰吸引等研修」（カリキュラム比較）～



科目 目標 時間数

制度の概要
介護職員等による医療的ケアの実施に関する制度の概要について

の知識を身につける。
１

医療的ケアの基礎 感染予防、安全管理体制等について基礎的知識を身に付ける。 １

喀痰吸引
喀痰吸引について基礎的知識、実施手順及び指導・評価方法を身

に付ける。
１

経管栄養
経管栄養について基礎的知識、実施手順及び指導・評価方法を身

に付ける。
1

演習 喀痰吸引及び経管栄養の演習に係る指導・評価方法を身に付ける。 ３

合計 ７

○ 医療的ケアのねらい・教育内容等を理解させるとともに、喀痰吸引等を安全・適切に行うことがで

きるよう、 医療的ケアを担当する教員に対して、講習会の受講を義務付ける。

※ 実務者研修教員講習会及び医療的ケア教員講習会の実施について（平成23年10月28日社援第1028第３号厚生労働
省社会・援護局長通知）

（参考）～｢医療的ケア教員講習会｣ ～



（参考）喀痰吸引等（たんの吸引等）の制度について～厚生労働省ＨＰ～

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/index.html

└ 分野別の政策
└ 福祉・介護

└ 生活保護・福祉一般
└喀痰吸引等（たんの吸引等）の制度について

１ 喀痰吸引等制度について

２ 法令について

３ 登録について

４ 研修について

５ 喀痰吸引等の提供について

６ 関連会議等



５．登録特定行為事業者への実態調査



目的 社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、平成24年4月1日
以降、一定の研修を受けた介護職員は、一定の条件のもと、たん吸引
等の医行為を実施できることとなり、自らの事業の一環としてたん吸引
等の業務を行う者は、事業所毎に県に登録することとなった。
法律改正から１年経過したところで、制度の適切な運用のため、事業
所の実態調査を行う。

根拠法令 社会福祉士及び介護福祉士法第19条及び第20条第1項

対象者 登録特定行為事業者として登録し、実際認定特定行為業務従事者に
よる喀痰吸引を行っている全事業者

調査期間 平成25年7月1日～

調査内容 事業所登録の際に提出された事項が書面どおり行われているか、

医行為が手順どおり行われているかについて実態を把握する。

登録特定行為事業者への実態調査



• 認定証を所持しない介護職員によるたんの吸引等の医行為の実施
• 看護職員の勤務時間外の経管栄養(水も含む）の実施（但し、1・2号研修
修了による認定証所持者は可能）

• 介護職員による経管栄養経由の投薬の実施
• 備品の衛生管理方法(吸引ﾁｭｰﾌﾞの保管容器に水等）が不適切
• ペーパータオルの備え付けなし（職員のハンカチ使用）
• たんの吸引等手技の清潔保持が不充分
• 実施計画書、実施報告書の記録未作成
• 医師の指示書、計画書、同意書の作成を6月毎に更新していない
• ケアプランに記載なし
• 安全委員会、フォローアップ研修の開催回数、内容に問題あり
• 登録内容に変更があった際の届出がない（代表者等）


